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第１ 東京都現代美術館 管理運営の基本方針 

 

１  概況 

（１）根拠規定 

   東京都現代美術館条例（平成６年東京都条例第８１号） 
   東京都現代美術館条例施行規則（平成１４年東京都規則第１１０号） 
（２）施設概要 

所在地   江東区三好四丁目１番１号（都立木場公園内） 
構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階地下３階 

   面積    敷地 23,780 ㎡ 延床 33,515 ㎡  
   施設内容  常設展示室 3,100 ㎡、企画展示室 4,300 ㎡、収蔵庫 

美術図書室、講堂（200 席）、研修室ほか 
開設年月日 平成７年３月１８日 

（３）沿革 
東京都現代美術館（以下「現代美術館」又は「館」という。）は、都民が優れた美術

作品に接する機会と創造・交流活動の場を拡大し、東京都ひいては日本における現代

美術の振興を図り芸術文化の基礎を充実させることを目的として、平成７年３月に都

立木場公園に開館した。 
開館以来、美術作品の収集・保管・展示のほか、現代美術の流れを展望できる常設

展示や絵画・彫刻をはじめとして様々なジャンルを扱った特色ある企画展示など、幅

広く現代美術に関する展覧会を開催してきた。また、蔵書・資料の充実した美術図書

室を備え、美術関係者や一般都民へ美術に関する情報提供を行うとともに、展示解説

や講座、ワークショップ、学校へのアーティスト派遣等の教育普及活動を行ってきた。 
平成１７年度は、既存の約３，８００点に加えて新たに２４点の美術作品を収蔵す

るともに、収蔵作品を活かした常設展及び６回の企画展を開催、その他美術館講座や

ワークショップといった事業を実施し、３８万人余の人々が観覧者として館を訪れた。 
なお、収蔵品購入については、平成１２年度から平成１７年度まで休止していたが、

平成１８年度に再開している。 
    ※ 東京都は、東京都現代美術館について平成１８年４月１日より指定管理者制度

を導入し、東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都美術館、東京文

化会館及び東京芸術劇場と合わせて、財団法人東京都歴史文化財団を平成２１

年３月３１日までの指定管理者として指定している。 
 

２  基本的使命 

東京都現代美術館は、「現代美術を中心とする美術作品その他の美術に関する資料を収

集し、保管し、及び展示して、都民の利用に供するとともに都民の美術に関する活動の

場を提供し、もって都民の教養、学術及び文化の発展に寄与する」ことを目的に設置さ

れ、以下を基本的使命としている。 
（１）現代美術の総合美術館として、日本の現代美術の状況を明確にとらえられるよう、

多様なジャンルの作品の収集、展示、保存、調査研究、教育普及活動を行う。 
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（２）東京都における中央美術館として、他の都立美術館及び都内の公立美術館等に対す

るセンター的な性格・機能を持ち、協力、連携、交流等を図る。また、全国の公立美術

館等に対しても、作品、展覧会等に関する情報の提供や相談などを通じ、コーディネー

ション機能を果たす。 
（３）美術に関する情報を都民や研究者、全国の公立美術館等に提供する。 
（４）大規模な国際展の実施により、国際交流活動の拠点となる。 
（５）都民が美術に親しみ、うるおいを与える憩いの場となる。 
（６）都民の創造活動への積極的な参加を促し、育成・発展させ、相互の交流の機会と場

を提供する。 
 

３  指定期間における目標 

  「東京都文化振興指針」及び上記の基本的使命を踏まえ、今回の指定期間においては

以下のとおり目標を設定する。指定管理者は、館の機能を総合的に発揮させ、これらの

実現を計画的に図るものとする。 

（１）現代美術の創造・発信拠点機能の発揮 
日本の首都東京を代表する現代美術専門館として、すぐれた展覧会の鑑賞機会を提

供するとともに、館独自の事業展開を行い、より一層の運営の改善や魅力向上を図る。 
また、効率性のみを追求せず、長期的な視点にたち、アーティストの育成、芸術文

化振興団体及び文化施設とのネットワークの形成、情報センター機能の発揮、スタッ

フの育成などを図る。 

（２）将来の文化遺産となる作品の次代への継承 
作品・資料の調査研究、収集を積極的、継続的に行い、適切に保存、活用し、次代

に継承する。 
（３）新進・若手アーティストの支援 

才能あるアーティストの発掘、作品発表の機会提供を行い、新進・若手アーティス

トのステップアップを支援する。また、内外の新進・若手アーティストの交流の機会

を確保する。 
（４）都民の文化活動の振興 

ボランティアなど館を支える活動の受入れ、教育普及プログラム及びワークショッ

プの実施など、都民の文化活動の振興を図る。 
（５）芸術文化を支える人材の育成 

教育機関などとも連携し、芸術文化事業の企画･実施並びに文化施設及び芸術文化団

体の活動･運営を支える人材など、芸術文化を支える人材を育成する。 

（６）子どもたちの豊かな感性の育成 

アウトリーチ活動や参加体験型のワークショップの実施など、子どもたちがさまざ

まなジャンルの芸術家と直接触れあう機会をつくり、豊かな感性を育成する。 

（７）東京都の施策との連携・協力 

   東京都の文化施策を実現する発信拠点としての役割のほか、観光、教育、スポーツ

イベント等との連携、災害時の拠点機能など、東京都の他の行政施策とも連携・協力

していく。 



現代美術館      - 7 -

（８）効果的で効率的な管理運営 

   計画的かつ創意工夫を生かした業務の遂行により、効果的かつ効率的な管理運営を

実現する。 

（９）安全の確保 

   施設設備の管理や事業の実施にあたっては、常に安全性の確保を優先し、来館者等

に対して安心して過ごせる空間を提供する。 

（10）館のサービスの維持向上 

   館に対する要望・意見の把握や来館者等へのきめ細かい柔軟な対応に努め、常に質

の高いお客様サービスを提供する。 

（11）公立文化施設としての役割 

文化に関係する各種団体や他の文化施設、まちづくりの動きなどと連携し、館単独

の事業にとどまらず、社会や地域に対して貢献する。 

（12）自己評価手法の確立とＰＤＣＡサイクルの実行 

   顧客ニーズ等の把握に努め、事業を自らまたは外部から評価する仕組みを作ること

で、業務を随時改善し、公の施設及び指定管理者としての説明責任を果たす。 

 
 

第２ 東京都現代美術館 業務の基準 

   

１  指定管理者の業務 
指定管理者は、現代美術館の設置目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）現代美術を中心とする美術作品その他の美術に関する資料（以下「美術作品等」と

いう。）の収集、保管、修復、展示及び利用に関する業務 
（２）現代美術に関する展覧会等の開催、教育普及活動及び広報活動に関する業務 
（３）現代美術等に関する調査研究に関する業務 
（４）現代美術等に関する図書の収集、保管及び利用に関する業務 
（５）館の施設の貸出しに関する業務（使用承認に関する業務を含む。） 

（６）館の施設設備及び物品の維持管理に関する業務 

（７）館の目的を達成するために必要なレストラン・ショップ等の運営に関する業務 

（８）その他、館の管理運営に関する業務 
 
 
２  事業に関する業務の基準 

  指定管理者は、館の基本的使命等を踏まえ、現代美術の総合美術館として、美術作品

等の収集・保管・修復、調査研究、展覧会の開催、教育普及活動、情報提供といった多

様な手段を通じて、美術振興のための多面的な事業を展開する。 
 
2-1 美術作品等の収集に関する業務 

（１）業務の概要 
   美術作品等の収集は、時代時代の芸術・文化の成果を保存し、文化遺産である優れ
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た作品を後世に引継ぐ、美術館の基本的機能の一つである。現代美術館は、独自の視

点で形成された体系的コレクションをもち、国内外から高い評価を受けている。 
   指定管理者は、下記「美術作品等収集の基本方針」に基づいて、収集候補に関する

調査及び研究、候補案の作成、東京都現代美術館美術資料収蔵委員会（以下「収蔵委

員会」という。）の開催に必要な業務を行う。 
   また、指定管理者は、美術作品等の購入や寄贈及び寄託の受入れに係る業務を行う。 
（２）美術作品等収集の基本方針 
ア 収集の基本的考え方 

（ア）首都東京の視点から、現代美術館の常設展示が、我が国の文化的自己表現と

なるように、日本の美術の優れた作品を収集する。 
（イ）国際都市東京の視点から、現代美術館が国際文化の拠点となるように、友好

都市を含む諸外国の作品を収集する。欧米のみならずアジア等、世界各国の作

品も収集する。 
（ウ）現代社会における美術表現の多様化に対応するために幅広い分野で収集する。 

  （エ）現代の美術がどのような変遷をたどって生まれてきたかを知る上で必要な近

代の作品を収集する。 
  イ 収集対象 
  （ア）日本の現代美術の作品及びそれらを明確にとらえるために必要な、友好都市

を始めとする現代の欧米、アジアの作品 
  （イ）現代美術の形成を考える上で必要な近代日本及び海外の作品 

  ウ 収集分野 
  （ア）絵画・版画等、平面芸術（日本画、油彩画、水彩画、素描、版画等） 
  （イ）彫刻等、立体芸術（木彫、石彫、ブロンズ、インスタレーション等） 
  （ウ）映像メディアによる造形表現（写真、ビデオ、フィルム、コンピュータ映像

等） 
  （エ）工芸（陶芸、染色、ガラス等） 
  （オ）デザイン（印刷デザイン、工業デザイン等） 
  （カ）建築（図面、模型、記録写真等） 
  （キ）その他の造形芸術 
  （ク）二次資料（模写、下絵、版、制作用具、作家の手紙、図書資料、パフォーマ

ンスの映像記録等） 
（３）調査・折衝 
  ア 情報の収集・所有者との折衝 
    指定管理者は、前記（２）に基づき、収集の対象とする美術作品等に関する情報

を積極的に収集し、その情報内容の確認、所有者等の譲渡又は寄贈・寄託の意向の

確認等収集に際して必要となる事項について調査・折衝する。 
  イ 報告 
    前記調査・折衝の結果、美術作品等を収集すべきであると判断した場合は、当該

美術作品等（以下「収集候補作品等」という。）のリスト及びその説明資料等を作成

し、東京都に報告する。 
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（４）収蔵委員会運営の支援 
美術作品等の購入、寄贈・寄託の受け入れは、東京都が収蔵委員会に付議し、決定

する。指定管理者は、収蔵委員会運営について、以下の業務を行う。 
ア 資料の作成 

（３）イの報告を受け、東京都が収蔵委員会の開催を決定した場合、指定管理者

は収蔵委員会で用いるため、次に掲げる資料を用意する。 
   （ア）収集候補作品等リスト（東京都が付議する案件と決定したもの） 
   （イ）収集候補作品等の説明資料 
   （ウ）その他、関係書類 
  イ 収集候補作品等の借受等 

指定管理者の責任において収集候補作品等の所有者等からの一時借受け又は仮引

受け及び保管を行い、収蔵委員会において現物を実見に供する。 
  ウ 担当職員の出席 

指定管理者は、収蔵委員会付議案件の説明及び実見に供する収集候補作品等の取

扱いのため担当職員を出席させる。 
エ その他 

指定管理者は、日程調整及び会場確保等収蔵委員会の運営に関し必要な業務を行

う。 
（５）収蔵品の購入 
  ア 購入の折衝 

収蔵委員会での審議の結果を受け、東京都から指定管理者に購入すべき美術作品

等及び購入価格の上限その他の条件が通知された場合、指定管理者は、当該美術作

品等の所有者等と折衝を行う。必要な場合は、その経過又は結果を東京都に報告し、

指示を求める。 
  イ 購入契約の締結 

所有者等との折衝の結果、美術作品等が東京都の定める上限価格内で購入できる

見込みとなった場合、指定管理者は適正な手続により購入契約を締結し、書面によ

り東京都へ納品手続を行う。 
  ウ 購入に関する協定 
    東京都と指定管理者は、美術作品等の購入手続及び購入経費等について、事前に

協定により取り決める。購入経費については、美術作品等の本体価格の他に消費税

及び直接経費（運搬・設置経費や保険料等）を含むものとし、館の管理運営に要す

る委託料（指定管理料）とは区別して東京都の予算の範囲内で指定管理者に支払う。 
（６）寄贈等の受入れ 

指定管理者は、寄贈及び寄託の受入れに関して、前記（３）及び（４）に定める業務

のほか、下記の業務を行う。 
  ア 寄贈書又は寄託申請書の受領及び東京都への送付 
  イ 美術作品等の仮引渡しを受けた場合、仮受領書の交付の代行 
  ウ 東京都の寄贈又は寄託の受入れ決定に基づく、美術作品等の受取り及び受贈書又

は受託証書の送付の代行 
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  エ 前号の定めにかかわらず、東京都が直接美術作品等の受取りを行う場合にあって

は、立ち会い及び受取った美術作品等の館への運搬等 
（７）指定管理者による寄贈等 
   指定管理者が、（５）ウに定めた購入経費とは別に、自主事業の収入その他の資金を

用いて独自に美術作品等を収集し、東京都に寄贈又は寄託する際の手続きは、通常の

寄贈又は寄託の手続きと同様とする。 
（８）取扱規程の整備 

指定管理者は、美術作品等の購入・寄贈・寄託に関して、取扱規程を定めて業務を行

う。 
 
 
2-2 美術作品等の分類整理・記録及び保管等に関する業務 

（１）業務の概要 
   館において収集した（あるいは既に収蔵されている）美術作品等については、展示や

閲覧、調査研究等にいつでも活用できるよう、分類整理した上で情報システム等を用い

て管理する。 
指定管理者は、貴重な文化遺産を損なわないよう、専門的知見に従って適切な保管・

活用を行い、また作品・資料の有効活用及び他の美術館等への協力・支援として、美術

作品等の貸出を行う。 
    ※ 現在の収蔵状況 
     平成１８年３月末現在収集点数＝３，８８５点 

      内訳：油彩７８３点、日本画１７８点、水彩・素描４９０点 
版画１，８９４点、彫刻２８２点、工芸７０点 
写真・映像１３４点、書３６点、二次資料１８点 

（２）美術作品等の分類整理及び記録 

  ア 分類整理及び記録の方法 
収集した美術作品等は分類整理及び記録を行い、滞りなく展示や閲覧等ができる

状態にしておく。分類整理及び記録については、収蔵品データベースを含む既存の

情報システムを引継いで使用する。 
なお、電子データ化できない情報や記録について、もしくは収蔵品データのバッ

クアップのために、個別ファイルなどを整備する必要がある場合には、体系的な整

理方法により管理する。 
  イ 情報システムの運用 

情報システムについては、適切なメンテナンスを行うことによってその機能を確

保する。情報システムに改良等を加える場合は、必ず事前に東京都に協議の上、実

施する。 
また、新たに作品・資料を収集するなどの変更があった場合は、随時入力作業等

を行い収蔵品データベースに反映させる。 
指定期間の終了その他の理由により指定管理者の業務が終了する場合、整備した

設備やソフトウェア、入力データ等は東京都又は次の指定管理者に引き継ぐ。 
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（３）美術作品等の保管等 
  ア 保管 

指定管理者は、収蔵する美術作品等を善良な管理者の注意義務をもって保管する。

この保管は、科学的・技術的に必要な条件を満たす方法によって行わなければなら

ない。 
現代美術館には、様々な形質・素材・年代等の美術作品等が収蔵されており、保

管にあたってはそれぞれの特性に応じた最適な管理方法を採用する。 
収蔵庫の温湿度条件は、温度２０℃、湿度５５％としており、適切に維持管理し

ていくこと。 
また、地震や火災など想定される危険に対する安全対策を図る。 

イ 棚卸し・状態確認 
  収蔵する美術作品等については、計画的に実地棚卸しを行い、保存状態・破損等

の確認を行う。 
ウ 修復・清掃等 

指定管理者は、イの確認結果に基づいて、必要な修復や加工処理、清掃等を行う。

修復等は十分な専門知識を持つ学芸員等の指導のもと、計画的かつ対象作品にとっ

て最も適切な方法によって行うものとし、その内容については記録・保存する。 
  エ 保管状況の調査 
    東京都は、必要に応じて収蔵する美術作品等の保管状況を調査することができる。 
（４）美術作品等の貸出し及び掲載許可 
  ア 館からの貸出し等 

指定管理者は、東京都の個別の指示を受けることなく、収蔵する美術作品等の貸出

し又は掲載許可を行うことができる。ただし、著作権の取扱いや貸出先の保存環境等

については事前に十分確認しなければならない。 
東京都が第三者から寄託を受けた作品・資料については、寄託者の許諾を受けた場

合のみ貸出し又は掲載許可を行うことができる。 
ただし、下記の事項に該当する場合は貸出期間又は数量を制限し、若しくは貸出し

を行わない。 
   （ア）貸出し先における保存環境や展示内容、掲載内容が館の設置目的を逸脱して

いると認められるとき。 
   （イ）館の業務に支障をきたす恐れのあるとき。 
   （ウ）美術作品等の保存上、特に配慮を必要とするとき。 
   （エ）著作権等を侵害する恐れのあるとき。 
   （オ）その他貸出しをすることが適当でないと認められるとき。 
    また、貸出先から返却を受けた時には、当該美術作品等の状態について確認を行

い、必要に応じて修復等を行う。 
  イ 他の美術館等からの借り受け 
    館において展覧会等を実施するために他の美術館等から美術作品等を借り受けた

時は、館に収蔵する美術作品等と同様に適正な保管及び展示等を行い、良好な状態

で返却する。 
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（５）美術作品等の引継ぎと賠償責任 
  ア 美術作品等の引継ぎ 
    指定期間の終了、その他の理由より指定管理者の業務が終了するときは、収蔵す

る美術作品等の数量・状態等を照合確認し、東京都または次の指定管理者に管理を

引き継ぐ。 
  イ 賠償責任 
    指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、収蔵する美術作品等の損傷、亡

失等東京都に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。当該損害

賠償のために、東京都が支払った委託料（指定管理料）を使用してはならない。 
 

2-3 現代美術に関する情報提供業務 

（１）業務の概要 
   美術図書室事業により、収蔵している美術作品等や現代美術全般に関する様々な情

報を提供する。また、館で収蔵する美術作品等については、情報システム端末による

情報提供を行う。 
（２）美術図書室事業 

ア 事業の概要 
    近現代の美術に関する専門図書室として、国内外で出版された図書等を中心に、

評論、近現代美術史書、一般美術書、展覧会カタログ、専門雑誌、美術館ニュース、

パンフレット、新聞切り抜きなどの図書資料の収集・整理・保存を行い、一般に公

開する。また、館の調査研究活動のための情報提供を行う。 
     ※ 所蔵図書資料（平成１８年１月末現在） 

美術関係図書  約５０，０００冊 
展覧会カタログ 約５３，０００冊 
雑誌      約３，６００タイトル 
マイクロ資料 
（マイクロフィルム５６点、マイクロフィッシュ８，４５８点） 
美術関係新聞切抜 １９８６年３月から 
その他 

イ 業務内容 
    指定管理者は、美術図書室において下記の業務を行う。 
   （ア）資料の収集 
      購入、寄贈受入及び交換等により、必要な資料の収集を行う。効果的な収集

が行えるよう、事前に収集方針及び購入計画を作成する。従来から恒常的・継

続的に収集しているもの（特定の美術館の展覧会カタログ、新聞切抜等）につ

いては、途切れることがないよう引き続き収集を行う。 
   （イ）資料の整理 
      美術図書室利用者の便宜を図り、資料を適切に活用するため、所蔵図書資料

についてはデータベースによる管理を行い、常に整理された状態とする。日常

的な整理のほか、年１回以上図書資料全体の点検を行い、データの訂正や必要
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な修理等を行う。 
   （ウ）閲覧サービス 
      美術図書室は開架式及び閉架式とし、閉架式図書は、求めに応じて閲覧に供

する。 
閲覧室にデータベース用の端末を設置して図書資料を容易に検索できるよう

にすること。また、現在既に構築されているインターネットによる蔵書検索シ

ステム（ＯＰＡＣ）は機能的に継続すること。 
※ 蔵書検索システム（ＯＰＡＣ） 

         現代美術館のホームページ上では、インターネットによる蔵書検索システ 
ムＯＰＡＣによる蔵書検索が可能である。現在、美術図書室収蔵資料情報に 
ついては、ＡＬＣ（Art Libraries’ Consortium（美術図書館連絡会）に参画 
し、東京国立近代美術館、横浜美術館、国立西洋美術館の間で横断検索が可 
能となっている。この横断検索システムの機能は継続していくこと。 

   （エ）レファレンスサービス 
      美術に関する図書資料についての質問及び所蔵図書資料についての問い合わ

せに応じる。来室者からの問い合わせのほか、電話・文書等での問い合わせに

も応じることとし、質問及び回答については記録する。 
   （オ）複写サービス 

図書資料について、著作権の範囲内で複写サービスを行う。このサービスは

有償とすることも可能とするが、料金については、公の施設として著しく高額

なものとならないよう留意する。 
   （カ）館外貸出 
      館外貸出は原則として行わない。ただし、他の美術館等における学術調査研

究などの目的の場合は、個別承認により貸し出す。 
ウ 運営体制 

美術図書室には、開室時間中常時、近現代の美術に関する専門知識を持ち、図書館

司書の資格を有する者を配置する。 
（３）美術関連情報の提供 
   収蔵作品及びその作家、展覧会に出品した作品及びその作家等に関する情報につい

て、来館者に提供する。 
収蔵作品等の画像について、著作権法等に従って可能な範囲で公開する。 

（４）「トーキョー・アート・ナビゲーション」（仮称）への協力 
財団法人東京都歴史文化財団が平成１９年度中に芸術文化総合情報サイトとして

開設を予定している「トーキョー・アート・ナビゲーション」（仮称）の運営につい

ては、ＷＥＢサイトの仕様の調整や著作権法の範囲内での画像提供等により協力す

ること。 
 
2-4 調査研究に関する業務 

（１）業務の概要 
調査研究は、美術作品等の収集・保存や展示、教育普及活動などの美術館活動全般を
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支える基礎的な機能である。現代美術館では、現代美術に関する専門的な調査研究を

展開し、その成果を収集・保存や展示、教育普及活動等に活用するとともに、国内外

に広く公開するよう努める。 
（２）現代美術及び美術館活動に関する研究 
   下記の分野について、調査研究活動を展開する。実施に当たっては、当該分野にお

ける専門知識を持った学芸員を中心に、効果的・継続的な調査研究を可能とする体制

を確立する。 
ア 現代美術に関する専門的研究 

    歴史的変遷研究、作家論、作品研究など 
  イ 美術館活動に関する専門的研究 
    美術館に関係した展示、教育、情報、管理運営など 
（３）館外との協力及び成果の公表 
   調査研究については、国内外の美術館・博物館、大学、研究機関等と情報交換や共

同研究等を積極的に行う。また、必要に応じて、会費を負担の上、研究機関や学会等

へ加入すること。 
調査研究の成果については、収集・保存や展覧会、教育普及、印刷物発行等の事業、

あるいは学会での発表等を通じて広く公開し、美術の振興を図る。 
 
2-5 展覧会に関する業務 

（１）業務の概要 

   現代美術の総合美術館として、展覧会を企画・実施し、来館者に対してすぐれた美

術作品等の鑑賞機会を提供する。展覧会の内容と構成については、指定期間における

目標を踏まえ、館の収蔵品や調査研究の成果を総合的に活用し、専門性と対外的魅力

の両立を図る。 

（２）館内の展示室について 

   現代美術館の館内には、下記のとおり２つの展示室がある。 

  ア 常設展示室  面積３，１００㎡ 

  イ 企画展示室  面積４，３００㎡ 

（３）常設展 

常設展示室においては、館の収蔵する美術作品等を中心として構成した展覧会（常設

展）を行うこと。 

現代美術館は現代美術の総合美術館であり、希少価値の高い３，８００点余りの収蔵

品を有している。このコレクションの有効活用を図り、また調査研究の成果を活かしな

がら、展覧会を企画・実施すること。 

（４）常設展の利用料金 

   常設展については、観覧料金の上限が、条例別表第二において定められている。指

定管理者は、この金額の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て利用料金を定める。 
また、指定管理者は、規則第６条に定める減免事由の外、条例第５条に基づいて独

自の減免事由を定めることができる。東京都は、いずれの減免事由についても、利用

料金の減額分を補填しない。 
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（５）企画展 

企画展示室においては、館の学芸員が企画等の中心となり、館外からの借用作品など

を用いて、現代美術館独自の視点で構成する展覧会（企画展）を行う。 
なお、企画展示室は、指定管理者が自ら使用承認を受けることも他団体に貸し出すこ

ともできる（「3-2 施設の貸出しに関する業務」参照）。他団体に貸し出す場合も指定

管理者が主体的に企画の調整を行い、館の基本的使命に合致した展示を行うこととする。 
（６）より魅力的な展覧会の開催 

展覧会の企画・実施にあたっては、計画を策定し、体系的かつ計画的な展覧会の設

定、現代美術館の機能とノウハウの総合的な発揮、効果的な展示室の活用を図らなけ

ればならない。 
展覧会の内容については、専門性を発揮しつつも特定分野からの視点のみに偏らず、

来館者のニーズや施設経営などの多角的な視点を考慮して企画立案する。 
（７）展示作品の管理 

展覧会における美術作品等の展示に際しては、それぞれの美術作品等の特性や状態

に応じた適切な展示方法及び展示環境の維持に努める。また、地震等自然災害への対

応、火災や事故等、作為不作為問わず人為的に発生する危険などを想定し、適切な安

全対策や監視員の配置などの対応策を講じる。 
（８）展覧会の記録 

展覧会については、現代美術館の財産として、その専門性の継続と蓄積を図るため、

適切に記録し、閲覧が可能なように創意工夫し、保存、継承していくこと。 
 

2-6 教育普及活動に関する業務 

指定管理者は、現代美術及び館の活動への来館者及びその他の人々の理解を深めるた

めの活動を行う。企画・実施にあたっては、展覧会と連動するなど多様な内容・形式に

よって、人々の現代美術及び館の活動に対する関心を幅広く呼び起こすよう工夫する。 
特に、以下に挙げる取組みは必ず実施することとする。 

（１）常設展の作品解説 
日本の現代美術の流れを解説するとともに、館の収蔵品及び現代美術の魅力を伝える。 

（２）子どもを対象とした企画 
子どもを対象とした現代美術の鑑賞、作家との交流、ワークショップなどの事業によ

り、豊かな感性と芸術文化リテラシーを育む。 
（３）学校と連携した企画 

学校と連携した企画により、現代美術の鑑賞者の裾野を広げる。 
 

2-7 その他の事業に関する業務 

指定管理者は、文化の振興・普及に資するとともに、エントランスロビー、サンクン

ガーデン、映像ギャラリーなど館の施設を有効活用するため、独自の創意工夫を発揮し

て、各種事業を企画・実施する。 
事業の内容については、公の施設であることに配慮し、館の設置目的や基本的使命、

指定期間における目標を達成するためのものでなければならない。 



現代美術館      - 16 -

 
2-8 人材の育成 

指定管理者は、大学の学芸員課程との連携等による博物館実習の受入れやインターン

シップの実施などにより、将来に渡って現代美術を支える人材を育成していく。 
 
2-9 館の事業を支える仕組み 

指定管理者は、効果的かつ効率的に館の事業を実施するため、創意工夫を活かした仕

組みを確立する。特に、次の事項には力を入れること。 

（１）広報の充実 
館の基本情報の提供や個別の展覧会・事業ごとの宣伝のため、下記の取組み等によ

って館全体の戦略的な広報に取り組む。 
  ア 媒体の作成 

館の施設や事業の概要を説明するパンフレットの作成・配布や、情報発信を行う

ためのメールマガジンの発行など、様々な対象へ向けた広告媒体を作成する。 
  イ ホームページの作成と運用 

東京都現代美術館独自のホームページを作成・公開し、館の概要や展覧会等の案

内を行うとともに、内容・デザインに創意工夫を図って充実させる。 
ウ 共通広報サービスの実施 

（財）東京都歴史文化財団が行う、都立文化施設全般の案内パンフレット作成や

各館横断的なＰＲ活動については、事務・経費の負担や情報提供等の面で積極的に

協力する。 
（２）「友の会」の運営 

「友の会」を運営することにより、館の事業に対する理解をもち、美術館運営を支

えるリピーター層の確保を目指す。 
※ 現在の「友の会」の状況（参考） 

名称：東京都現代美術館友の会「ＣＬＵＢ ＭＯＴ」 
年会費： 
【普通会員】個人会員 1,500 円、家族会員 3,000 円、シルバー会員 1,000 円、 
【賛助会員】個人会員１口 10,000 円 
会員特典：(1)常設展無料 

(2)企画展の観覧料５０％割引（賛助会員は無料） 
(3)ミュージアムショップの５％割引 
(4)レストラン・カフェの５％割引 
(5)現代美術館主催の有料講演会等事業が２０％割引 
(6)年４回程度の展覧会情報等の送付 
(7)財団法人東京都歴史文化財団が管理する美術館・博物館の割引 

（３）ボランティアの活用 
各事業の実施に当たっては、ボランティアを積極的に活用する。その際、継続的な

活動による各ボランティアスタッフへの経験の蓄積を重視するとともに、より効果的

に事業を実施すべく、事業内容に応じた適切な活動方法等を工夫すること。 
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（４）外部意見等の取り入れ 
外部の有識者・専門家の意見等を定期的に取り入れるなど、より良質で来館者の満

足度の高い事業運営を可能にする仕組みを構築する。 
（５）ニーズの把握と対応 

アンケート等による調査を実施し、館の事業に対するニーズを的確に把握するとと

もに、問い合わせについては迅速かつ的確に対応し、サービスの向上につながるよう

組織的に取り組む。 
（６）外部資金導入等による事業の充実 

指定管理者は、館の管理運営や事業実施のため、東京都の支払う委託料（指定管理

料）や利用料金収入、館において実施する事業による収入のほか、外部資金の導入や

公益団体の助成制度の活用など多様な財源の確保に努める。 
なお、本公募においては、いわゆるネーミングライツ（命名権）の提案は行わない

こととする。 
 
 
３  館の運営に関する業務の基準 

  指定管理者は、館の基本的使命等を踏まえ、現代美術の総合美術館として、施設の運

営や利用者サービスの提供を効果的かつ効率的に行い、来館者の高い満足度を得る。 
 

3-1 休館日及び開館時間 

館の休館日、開館時間及び入館時間については、下記のとおり規則第１条及び第２条

に定められている。ただし、指定管理者の提案等により知事が特に必要があると認める

場合は、これらを変更することができる。 
また、指定管理者は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、知事が行う

休館日の変更を待ついとまがないと認めるときは、館を臨時に開館し、又は館の開館時

間及び入館時間を臨時に延長することができる。 
（１）休館日 

ア 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

に当たる時はその翌日） 
  イ １月１日から同月４日まで 
  ウ １２月２８日から同月３１日まで 
（２）開館時間及び入館時間 
   開館時間は午前１０時から午後６時までとし、入館時間は午前１０時から午後５時

３０分とする。 
 

3-2 施設の貸出しに関する業務 
（１）業務の概要 
   館の施設及び附帯設備を、美術の振興に資する展覧会及び講演会等を実施するため

に貸し出す。貸出しは、指定管理者が、対象となる施設及び附帯設備の使用の承認を

することによって行う。 
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   なお、指定管理者が対象施設及び附帯設備を使用する場合も下記の手続きに従い、

利用料金を支払うこととなる。 

（２）貸出しの対象 
   貸出しの対象となる館の施設及び附帯設備は、条例別表第一に記載されているとお

りである。 
（３）使用承認の手続き 
  ア 使用の申請 
    館の施設及び付帯設備を使用しようとする者には、使用申請書（規則様式）及び

使用計画書を提出させる。 
  イ 使用の承認 
    使用申請書の提出を受けた後、ウに掲げる不承認事由に該当しない場合は、使用

の承認をし、申請者に使用承認書（規則様式）を交付する。この際、次に掲げる事

項に留意すること。 
   （ア）使用申請書は、使用計画が以下の内容であるときに限り、これを受け付ける。 
      ・現代美術館の設置目的に合致する展覧会及び講演会等の開催 
      ・上記の展覧会及び講演会等に附帯する展示準備及び撤去等 
   （イ）使用の承認は、館の利便性及び安全性に十分配慮して行う。 
   （ウ）一般来館者を対象とした企画で使用する場合は、展示等の準備及び撤去の日

を除き、現代美術館の開館時間及び入館時間に合わせて行う。 
   （エ）東京都又は指定管理者が主催・共催する企画及び東京都が特に認めた企画に

ついては、使用の承認前若しくは年間事業計画書提出前に協議することにより、

優先して使用できるものとする。 
      指定管理者は、各年度の年間事業計画書を策定する前に、必ず東京都の施設

使用予定について確認し、必要に応じて東京都と協議を行わなければならない。 
ウ 使用の不承認 

    指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、施設及び付帯設備の使用の承認

をしないこととする。 
   （ア）館の設置目的に反すると認められるとき。 
   （イ）実施する事業が公序良俗に反し、又は施設等を損傷・滅失させる恐れがある

など、館の管理運営上支障があると認められるとき。 
   （ウ）実施する事業が特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対する等、政治・

宗教活動をするためのものと認められるとき。 
   （エ）実施する事業が専ら営利を目的としたものであるとき。 
   （オ）東京都又は指定管理者の事業を行うために必要であると認められるとき。 
   （カ）その他指定管理者が不適当と認めるとき。 
（４）使用承認の取消し等 
   指定管理者は、条例第９条の事由に該当するときは、使用の承認を取り消し、使用

を制限し、又は使用の停止を命ずる。 
（５）施設及び附帯設備の利用料金 

   施設及び附帯設備の使用については、料金の上限が条例別表第一において定められ
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ている。指定管理者は、この金額の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て利用料金

を定める。 
また、指定管理者は、規則第６条に定める減免事由の外、条例第５条に基づいて独

自の減免事由を定めることができる。東京都は、いずれの減免事由についても、利用

料金の減額分を補填しない。 
（６）使用者に課す義務 
   貸出しの手続き等の詳細については、指定管理者と東京都で協議の上、貸出しにつ

いての要綱を作成する。 
また、下記の事項については、館内規則や基準を定めて施設及び付帯設備の使用者

に遵守させ、館の適正な管理運営を維持する。 
ア 使用権の譲渡等の禁止（条例第７条） 

  イ 施設等の変更禁止（条例第８条） 
  ウ 原状回復の義務（条例第１０条） 
  エ その他遵守義務 
 
3-3 館内サービスに関する業務 

指定管理者は、来館者の満足度を向上させ、館の基本的使命等を効果的に達成するこ

とを目的として様々なサービスを提供する。 
（１）来館者への基本的なサービス 

来館者への基本的なサービスについて、次に掲げるものについては必ず行うことと

する。また、バリアフリーへの配慮や海外からの来館者等へのサービス充実にも努め

ること。 
ア 案内 

来館者に対して、館内の案内、展覧会等催事の案内を行う。 
イ 無料コインロッカーの設置 

来館者が、一時的に荷物を預けられるようロッカーを設置すること。 
ウ 車椅子及びベビーカーの貸出 

    利用希望者には、無料で貸出しを行うこと。 

エ 給水機の設置 

館内に設置された給水機（現在９台）により、来館者に飲料水を提供すること。 

オ ベビーケアルームの提供 
    館内においてベビーケアルームを提供し、利用者の便宜を図ること。 
（２）ミュージアムショップ及びレストラン等の運営 

ショップやカフェなど有料サービスの提供も、館の目的を達成するために必要な事

業である。これらについては委託することも可能だが、サービス内容及びサービスを

提供するために必要な場所については、事前に東京都に協議し承認を得ることとする。 
なお、現在行っている以下のサービスは、必ず行うこととする。 

ア ミュージアムショップ 
現代美術に関する書籍や館で行われる展覧会に関する資料、ミュージアムグッズ

等を販売する。 
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イ レストラン及びカフェ 
来館者に飲料及び食事等を提供し、休憩の場として利用できるようにする。 

ウ 公衆電話 
公衆電話を設置する（現在４台）。 

エ 有料駐車場の管理運営 
    警備員を配置し、来館者及び通行者の安全を十分確保の上、車両の入退場管理、 

   誘導等を行うなど、安全適正に管理すること。  

    団体バス、身障者用優先駐車場、二輪車駐輪場は必ず設けること。 

    ※ 現在の駐車場利用スペース  

      一般６４台、大型２台、身障者用３台  

（３）館内ホスピタリティ等の充実 
  ア 館内ホスピタリティ 

来館者に対しては、受付・案内や館内警備等の係員がその時の状況に合わせた柔

軟で適切な対応を行う。また、館内で提供するサービスについては、新規来館者の

開拓及びリピーターの増加という観点から魅力あるものになるよう努める。 
イ 苦情対応 
  来館者その他から苦情や意見を受けた場合には、常に迅速に応対し、その場で処

理できない案件については処理経過を相手方に報告するなど、適切な対応を行う。 
  苦情の内容や処理経過については常に記録しておき、東京都に提出する定期的な

報告書への記載のほか、急を要する場合や対応について東京都との協議が必要な場

合には、随時東京都へ報告する。 
 
４  組織や人材に関する基準 

（１）効果的かつ効率的な執行体制の確保 
必要な職能人材を適切な形態で雇用し、業務量に応じた人員を確保する。また、迅

速な意思決定を可能とするとともに、適切な役割分担の下で各人材に能力を十分に発

揮させる総合力の高い組織とする。 
（２）明確な責任体制の構築 

館の管理運営全体を統括する責任者として館長を配置する。また、館の経営面に関

わる責任体制及び学芸面に関わる責任体制の所在を明らかにする。さらに、意思決定

体制についても明確なものとし、業務遂行を確実に行っていく。 
（３）専門的職員等の配置 

学芸員、研究員、司書、広報など、館の各業務に必要な専門的知識・技能と経験を

備えた職員を配置する。現代美術に関する総合美術館であることから、幅広いジャン

ルへの対応や、収集・保管・展示・調査研究・図書館事業・教育普及など多様な活動

へ対応できるよう人材を確保する。 
特に、学芸部門については、現代美術に関する豊かな知識と美術館機能等運営に関

する高度の専門性を求めるものである。 
（４）適切な勤務体制等 

管理運営に当たっては、関係法規を遵守しつつ、雇用形態・就業形態・勤務体制な
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どについて工夫することにより、業務を確実に遂行し、開館時間中必要なサービス水

準を維持するために十分な人員を確保する。 
（５）人材育成の取組 

現代美術に関する総合美術館として、職員の能力を高めていくための研修等の方策

を明確にし、各職能人材の能力水準の維持向上に取り組む。 
 
５  館の管理に関する業務の基準 

  東京都現代美術館は、現代美術に関する総合美術館として、貴重な美術作品等や図書

を保管し、年間最高で６９万人の来館者を迎えている。指定管理者は、人類の文化遺産

たる作品・資料等が損なわれることなく、また来館者が安全かつ快適な環境で過ごせる

よう、館の施設設備及び物品等について適正に管理する。また、公の施設として、環境

への配慮や危機管理、東京都の財産管理等についても適切に対応する。 

  東京都現代美術館は都立木場公園の一角に位置する施設であり、館単独の施設設備に

ついては指定管理者が管理するが、業務実施にあたっては都立木場公園の関係者と十分

に協議・調整を行う必要がある。 

（１）業務の概要 
指定管理者は、東京都との密接な連携の下、善良な管理者の注意義務をもって施設設

備及び物品を適切に管理する。 
ア 館の施設設備及び物品については、効果的かつ効率的に管理することで常に適切

な状態を維持し、館の機能を確保する。また、来館者等の安全対策や地震・火災・

盗難等の防災防犯対策、敷地内及びその周辺について環境測定や消毒・清掃等環境

衛生対策を行う。 
  イ 関係法令を遵守し、施設設備及び物品を常時適法な状態に保つとともに、所轄官

庁等への各種届出等必要な事務を迅速かつ適正に行う。 
（２）施設等管理責任者及び物品管理責任者の選任 
   指定管理者は、施設設備の管理業務を適正に行うために施設等管理責任者及び物品

管理責任者を任命し、所定の様式により東京都に報告する。 
（３）保守管理業務 

ア 施設設備の保守管理 
    施設設備（建築全般、中央監視・制御設備、電気設備、空調設備、給排水衛生設

備、昇降機設備、消防設備、自動扉設備他）は、日常点検、定期点検、法定点検等

を行い、常に良好な状態、性能及び美観を維持する。 
    展示室や収蔵庫関係設備については、かびの発生や壁天井の仕上げ材の剥離等、

建築物の異常や、機器の不調等により作品・資料の展示環境・収蔵環境に影響を及

ぼすことのないよう、特に注意して保守管理する。 
また、原則として毎月一定のメンテナンス用の休館日を設け、施設設備の良好な

維持管理を図ること。 
業務内容は、別添資料１-1「施設設備保守業務基準」、別添資料 1-2「施設設備運

転監視業務仕様一覧」及び別添資料 1-3「施設設備保守定期点検業務仕様一覧」に基

づくこととし、必要事項については東京都と協議する。 
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イ 工事の役割分担 
施設設備の維持管理上必要な工事についての東京都と指定管理者との役割分担は、

原則として公募要項別紙「東京都と指定管理者の修繕工事等の役割分担」のとおり

とする。これによることのできない特別な理由のある場合は、その都度東京都と協

議する。 
指定管理者は、東京都が別途示す休館・工事の予定及び施設設備保全の考え方を

踏まえ、計画的に工事を実施することとする。工事の施工方法等については、必要

に応じて随時東京都と協議する。 
  ウ 物品の保守管理 
  （ア）収蔵品 
     館が収蔵する美術作品等については、上記「2-2 作品・資料の分類整理・記録

及び保管等に関する業務」に従って適切に管理する。万一、破損・紛失等が発生

した場合は、速やかに東京都へ報告して指示を受けなければならない。 
  （イ）その他備品 
     美術作品等を除く備品（購入等の価格が５０，０００円以上のものをいう。）に

ついては、現在の指定管理者の管理する物品台帳を引き継ぎ、備品の増減等異動

が生じた場合には、物品台帳に追記又は削除を行う。また、重要物品（購入等の

価格が１，０００，０００円以上のものをいう。）については、新たに購入する場

合や、破損、滅失及び紛失等による不用品が発生した場合は、所定の様式により

速やかに東京都へ報告して指示を受ける。 
指定期間の終了その他の理由により指定管理者の業務が終了するときは、備品

の数量等を照合確認した後、東京都又は次の指定管理者へ引き継ぐ。 
  （ウ）消耗品 
     館の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜購入して管理し、不具

合の生じたものに関しては随時に更新する。 
  （エ）指定管理者の物品 
     指定管理者所有の物品については、ラベルを添付するなどして東京都所有の物

品とは明確に区別して管理し、指定期間終了後は指定管理者の責任で引き上げる。 
（４）施設設備管理上必要な有資格者の選任 
   下記に示す施設設備管理上必要な技術者等を、指定管理者の責任により有資格者の

中から必ず選任しなければならない。 
・ 第３種電気主任技術者（電気事業法） 
・ 冷凍保安責任者（高圧ガス保安法） 
・ 建築物環境衛生管理技術者（建築物における衛生的環境の確保に関する法律） 
・ 水質管理責任者（東京都下水道条例） 
・ エネルギー管理員（エネルギーの使用の合理化に関する法律） 
・ 防火管理者（消防法） 
・ 地球温暖化対策統括マネジャー（都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例） 
・ 第三級陸上特殊無線技師  
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（電波法及び「東京都防災行政無線局設置等に関する覚書」） 
 

（５）財産の異動等 
   各種財産の異動に関する業務についても、館の管理運営業務に含まれるものについ

ては指定管理者が行う。 
  ア 土地、建物、工作物等 
    指定管理者は、自ら実施する工事又はその他の原因によって各施設の土地、建物、

工作物等の財産に異動が生じる場合は、あらかじめ東京都の承認を受けなければな

らない。 
    各施設の建物等の財産が管理運営業務に伴って増加する場合、東京都の支払う委

託料によるものは東京都に帰属し、それ以外のものについては協議の上その帰属を

決定する。 
  イ 物品の帰属 

管理運営業務の実施に際して、指定管理者が東京都の支払う委託料を用いて購入

又は制作した物品等の所有権は東京都に帰属する。 
  ウ 無体財産権の扱い 
    管理運営業務の実施の過程において生じる著作権、特許権、実用新案権等の無体

財産権の取扱いは、事前に東京都と指定管理者が協議の上決定する。 
（６）施設設備及び物品に関する禁止事項 
   施設設備及び物品について、次の各号に該当する行為を行ってはならない。ただし、

あらかじめ東京都の承認を得た場合はこの限りでない。 
  ア 施設設備の構造・造作等を改変すること。 
  イ 施設設備及び物品を第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の目的でこれを使用

すること（貸与に関しては、貸出施設及び貸出施設に附帯する物品を除く）。 
  ウ その他館の管理運営業務以外の目的に施設設備及び物品を使用すること。 
（７）環境維持管理業務 

ア 清掃業務 
  館の快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行う。 
  業務内容については、別添資料２「清掃業務仕様一覧」に基づくこととし、必要事

項については東京都と協議する。 
イ 環境測定等 

美術作品等の適切な展示・収蔵に必要な条件を維持するとともに、来館者に対して

清潔・安全かつ快適な環境を提供するため、必要な環境測定や消毒等を実施する。 
ウ 植栽管理 
  施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、植栽管理業務を適切に行う。特に、

来館者、通行者の安全確保及び近隣の環境維持に十分配慮すること。 
業務内容については、別添資料４「植栽管理業務仕様一覧」に基づくこととし、必

要事項については東京都と協議する。 
エ 保安警備業務 

    館内及び館周辺の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪行為及び火災等の災
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害の発生を防止し、財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るために適切な

保安警備業務を行う。 
    業務内容については、別添資料３「警備業務仕様一覧」に基づくこととし、必要

事項については東京都と協議する。 
（８）地球環境への配慮 
   管理運営業務の実施にあたっては、地球環境への配慮に留意するものとする。 
  ア 電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取り組みを進め、省エネルギーの徹底と

二酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制しリ

サイクルの推進や適正処理を行う。 
  イ 調達から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について、環境負荷の低減への

配慮に努める。 
  ウ 「生活文化局地球温暖化対策実行プラン」その他東京都の作成する環境保全計画

等の実施について、東京都と連携・協力し、目標達成に向けた取組を行う。 
（９）危機管理体制の整備  
  ア 館の管理運営を行う上で予見される様々な危険に備え、非常連絡網の作成や避難

通路の確保・表示といった危機管理体制を明確にして職員に周知するとともに、対

応マニュアルを作成し、適宜必要な訓練や講習等を実施する。 
  イ 館において事故、災害、犯罪等の緊急事態が発生した場合又は発生する恐れのあ

る場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、東京都及び関係者に対して速やか

に通報する。 
  ウ 平常時から所轄の警察署、消防署、保健所、病院等との連絡体制を構築しておき、

非常時の対応に備える。 
（10）損害賠償と保険への加入 
   指定管理者がその責に帰すべき理由により、東京都や館の利用者、その他の関係者

に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。この場合、賠償のため

に東京都の支払う委託料（指定管理料）を用いてはならない。 
施設賠償責任保険（昇降機＝エレベーター・エスカレーター含む）及び自動車管理

者賠償責任保険は、指定管理者が加入することとする。保険範囲等は協定書において

定める。そのほか、指定管理者は、損害賠償に備えて、あらかじめ必要な賠償保険等

に加入することとする。 
 ※ 現在、現代美術館は、以下の損害賠償責任保険に加入している。 
   ①施設賠償責任保険 

填補限度額：対人対物共通 １名１億円、１事故１０億円 
   ②昇降機賠償責任保険 

填補限度額：対人対物共通 １名１億円、１事故１０億円 
   ③自動車管理者賠償責任保険 

填補限度額：基本契約４，２７０万円、使用不能６４０万円 
（11）災害時対応 
  ア 指定管理者は、現代美術館が災害等発生時における現地対策本部、物資の備蓄機

能、救護医療スペース等の役割を担う可能性があることを了解し、東京都の求める
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ところに従って当該役割を果たす上で必要な協力を行う。 

イ 指定管理者は、災害時における施設使用等に関する取扱要綱（平成１６年１２月

２８日１６生都管法第８３４号）に基づき広域ボランティア活動拠点（以下「広域

拠点」という。）に指定された施設（東京都江戸東京博物館、東京都現代美術館、東

京都美術館、東京文化会館及び東京芸術劇場）について、広域拠点として開設が決

定された場合においては、同要綱に基づき協力するものとする。この場合において、

これらの施設は、東京都総務局と東京都生活文化局の間で別途締結する「東京都防

災行政無線局設置等に関する覚書」に基づき、平常時も防災無線の管理運用を行う

こととする。 
（12）自衛消防隊の組織 

指定管理者は、関係法令、東京都火災予防条例等に基づき自衛消防隊を組織し、自衛

消防活動を行うこと。自衛消防隊の構成員は、自衛消防技術認定証を有するものとする。 
（13）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の管理 
   館に設置してある自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の運用については、機器の維持管

理及び必要な事務手続きを行う。また、使用に関する講習会を職員が受講するなど、

館として適切な対応のとれる体制を構築する。 
（14）防犯カメラの運用 
   犯罪の予防を目的に東京都が設置した防犯カメラ（不特定の者が出入りする場所を

撮影するため固定して設置された映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有

するもの。）については、別紙「東京都が設置する防犯カメラの運営に関する要綱」（平

成１６年３月１５日１５知企治第１８６号）に基づいて、その適正な運用を図る。 
（15）目的外使用許可に関する業務 
   東京都は館の一部について第三者に行政財産の目的外使用許可を与えることができ

る。指定管理者は、東京都の目的外使用許可の事務に関し、次に定める事項について

協力するものとする。 
  ア 申請事業者等からの使用許可申請書類の東京都への取次ぎ 
  イ 許可を受けた事業者等との日常的な連絡調整 
  ウ 目的外使用に伴う光熱水費の報告 
    ※ なお、平成１８年度においては、現代美術館に関しては目的外使用許可の実

績はない。 
（16）地域との連携等 

指定管理者は、地域における協議会等への参加をはじめ、近隣の関係団体との連絡・

協力を密にし、事業の円滑な推進を図るとともに、都の施設として地域社会に積極的

に貢献していくこと。 
東京商工会議所江東支部主催の協議会「わっしょい江東」には必ず参加することと

する。会費負担はないが、会議への参加などについては東京商工会議所江東支部と必

要に応じて随時調整及び協議を行う。 
(17) 公園所管部署との調整 

都立木場公園内への看板及び仮設駐輪場などの設置に際しては、公園所管部署と調整

を行う。 
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６  その他の基準 

（１）業務の品質管理 
   業務の品質管理と更なる向上を図ることを目的として、指定管理者は、利用者をは

じめニーズの積極的な把握に努めるとともに、業務活動や経営資源の効率化なども含

めた自己評価を実施する。また、年間での事業成果については、自己評価を行うとと

もに、ＰＤＣＡサイクルを取り入れ、次年度以降の業務に反映させ、業務のより一層

の品質管理を図る。 
（２）個人情報の保護 
  ア 指定管理者、指定管理者が使用する職員その他館の管理運営業務に従事する者は、

業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又はみだりに第三者へ漏らしてはなら

ない。指定期間終了後若しくは指定の取消後又はその職を退いた後も同様とする。 
  イ 前号に定める個人情報については、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２

年東京都条例第１１３号）又は指定管理者の内部規程及び別紙「個人情報の保護に

関する特記事項」に従い適正な管理を行い、漏えい、滅失、き損等がないよう必要

な措置を講じなければならない。 
（３）守秘義務の遵守 
  ア 指定管理者、指定管理者が使用する職員その他館の管理運営業務に従事する者は、

業務上知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。指定期間終了後若しくは指定

の取消後又はその職を退いた後も同様とする。 
  イ 前号に定める秘密に関する情報については、規程を定めて適正な管理を行い、必

要な措置を講じなければならない。 
（４）情報公開 
   指定管理者は、文書の開示等については、東京都情報公開条例（平成１１年東京都

条例第５号）に準じて規程を定め、積極的な情報の公開に努めなければならない。 
（５）行政手続の運用 
   貸出施設の使用承認等行政処分を行う場合においては、東京都行政手続条例（平成

６年東京都条例第１４２号）の規定に基づき、適切な措置を講じなければならない。 
（６）東京都との連携体制の確立 

   東京都と指定管理者は、指定期間において館を管理運営するパートナーとして、日

常から迅速な情報伝達と連絡調整に努める。なお、東京都は、他の都立文化施設の指

定管理者も含めて定期的に意見交換を行う場として、連絡会等を設置することがある。 

（７）調査対応・資料作成 

   指定管理者は、館が都立文化施設として、国、東京都及び他の自治体等から各種調

査や資料作成、現場視察等の依頼を受けたときは、館の管理運営に支障を来たさない

範囲で協力すること。 

（８）都庁広報への協力 
   都庁記者クラブへのプレス発表、都庁窓口におけるチラシ等の配布、「広報東京都」

や公式ホームページ等の東京都広報媒体への記事掲載など、東京都が実施する各種広



現代美術館      - 27 -

報活動について、指定管理者は原稿作成やチラシ送付により協力する。 
（９）要人の来館への対応 
   指定管理者は、皇族、海外からの賓客・各国大使等及び東京都知事などの要人が来

館する時は、東京都をはじめとして宮内庁、各国大使館、国の各省庁、警視庁などと

連絡・連携を緊密にし、館の信用を失墜することのないよう警備等に万全を来たさな

ければならない。 
（10）ネームプレート着用の励行 

   館の管理運営に携わる全てのスタッフは、来館者に対して館の関係者であるという

ことがわかるよう、ネームプレートを必ず着用する。 

（11）東京ロケーションボックス等への協力 

   指定管理者は、東京の文化の発信力を高めるため、東京のＰＲに資する映画やテレ

ビドラマ等の撮影に協力すること。 

（12）第三者への委託の禁止 

   指定管理者は、館の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできな

い。 

（13）その他 

本件業務に関して定めのない事項あるいは不明な点については、東京都と指定管理

者と協議の上、定めるものとする。 

 


